「枚方市 いつでもおかえりな  用」の実施について
受験資格
	受験資格

	年齢
	資格等要件（次のすべてを満たす者）

	申込日が属する年度に54歳以下の者
	・正職員として枚方市に勤務し、結婚（※）、出産、育児、介護又は看護を理由にやむを得ず退職した者
・退職時の職制が課長代理級以下の者
・正職員として５年以上の実務経験を有する者
・退職の翌日から起算して10年以内の者（申込日時点）
・枚方市において、懲戒免職又は分限免職の処分を受けたことがない者
・定年前早期退職制度の適用を受けて退職した職員ではない者
（※）家族の転勤等に伴う転居含む


・ 枚方市退職時と同一の職種での採用となります。
（別紙）








